
ロールプレイを通して、身体拘束を許容

する考え方を問い直そう
• 身体拘束は行う理由として、障害者の家族の同意により許容さ
れるという意見があります。確かに、家族が事業所側の説明を
聞き、身体拘束に同意する場合がほとんだと思います。しかし、
その同意は家族にとって、他に方法のないやむを得ない選択で
あったこと、そして縛られている場面を見て、家族は混乱し、
苦悩していることを、我々福祉事業所職員は真剣に受け止めな
ければなりません。

• 家族への説明内容は十分に検討し、誰がどのように説明するか
などの準備と日頃からの家族との関係性作りが重要です。 1
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（２）具体的な身体拘束ごとの工夫のポイント

①徘徊しないように、車いす、ベットに体幹や四肢等をひもで縛
る（徘徊中に転倒し、骨折やケガの恐れあり）

身体拘束をしない工夫を考えてみよう

（個人ワーク 5分）

（グループワーク 5分）
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（２）具体的な身体拘束ごとの工夫のポイント

①徘徊しないように、車いす、ベットに体幹や四肢等をひもで縛
る
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（２）具体的な身体拘束ごとの工夫のポイント

②脱衣やおむつはずしを制限するために、介護服（つなぎ服）を
着ける

身体拘束をしない工夫を考えてみよう

（個人ワーク 5分）

（グループワーク 5分）
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（２）具体的な身体拘束ごとの工夫のポイント

②脱衣やおむつはずしを制限するために、介護服（つなぎ服）を
着せる
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身体拘束をせずにケアを行うためにー3つの原則
「身体拘束ゼロの手引き」を参考に

1. 身体拘束を誘発する原因を探り除去する

身体拘束をやむを得ず行う理由として、次のような状況を防止するために「必要」と言われ

ることがある。

• 徘徊や興奮状態での周囲への迷惑行為

• 転倒のおそれのある不安定な歩行や点滴の除去などの危険行為な行動

• かきむしりや体をたたき続けるなどの自傷行為

• 姿勢の崩れ、体位保持が困難であること

しかし、それらの状況には必ずその人なりの理由や原因があり、支援する側の関わり方や環

境に問題があることも少なくない。したがって、その人なりの理由や原因を徹底的に探り、

除去する支援が必要であり、そうすれば身体拘束を行う必要もなくなるのである。
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身体拘束をせずにケアを行うためにー3つの原則
「身体拘束ゼロの手引き」を参考に

2. 5つの基本的ケアを徹底する

• そのためには、まず、基本的な支援を十分に行い、生活のリズムを整える
ことが重要である。①起きる、②食べる、③排せつする、④清潔にする、
⑤活動する（アクティビティ）という5つの基本的事項について、その人に
あった十分なケアを徹底することである。

• 例えば、「③排せつする」ことについて、ア.自分で排せつできる、イ.声か
け、見守りがあれば排せつできる、ウ.尿意、便意はあるが、部分的な介助
が必要、エ.ほとんど自分で排せつできないといった基本的な状態と、その
他の状態アセスメントを行いつつ、それを基に個人ごとの適切な支援を検
討する。
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身体拘束をせずにケアを行うためにー3つの原則
「身体拘束ゼロの手引き」を参考に

3. 身体拘束廃止をきっかけに「よりよい支援」の実現を

• 身体拘束の廃止を実現していく取り組みは、福祉事業所における

支援全体の向上や生活環境の改善のきっかけとなりうる。

• 「身体拘束廃止」を最終ゴールとせず、身体拘束を廃止していく

過程で提起された様々な課題を真摯に受け止め、よりよい支援の

実現に取り組んでいくことが期待される。
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